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 　　　警視庁ホームページ運用要綱の一部改正について　

　このたび、別添のとおり、警視庁ホームページ運用要綱（平成１９年４月１３日通達甲

(警．広．.広３）第３号）の一部を改正し、令和２年１２月９日から実施することとした

 から、運用上誤りのないようにされたい。



別添

警視庁ホームページ運用要綱

第１ 目的

この要綱は、警視庁ホームページを運用するに当たって必要な事項を定めることを目

的とする。

第２ 準拠

警視庁ホームページの運用については、警視庁情報セキュリティに関する規程（平成

２６年５月２７日訓令甲第２２号）等に定めるもののほか、この要綱の定めるところに

よる。

第３ 用語の定義

この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。

１ 警視庁ホームページ 広報課がインターネット上に開設する警視庁の公式ウェブサ

イトをいう。

２ 警察署ページ 警視庁ホームページのうち、警察署管内の安全等に関する情報を掲

載する警察署のホームページをいう。

３ 入力資料 警視庁ホームページに掲載するための情報に係る電磁的記録で、所属に

おいて広報課に依頼するために作成するものをいう。

４ メール情報 警視庁ホームページに電子メールにより都民等から提供された情報に係る

電磁的記録をいう。

５ メールボックス メール情報を格納するために、所属長が必要に応じて設置した電

子計算機上の領域をいう。

第４ 管理体制

１ 広報課長は、警視庁ホームページの管理及び編集に当たるものとする。

２ 情報管理課長は、警視庁ホームページのシステムの保守に当たるものとする。

第５ 警察署の体制

１ 警察署長は、自所属における警察署ページに関する入力資料の作成等の責めに任じ、

その適正を図るため、作成責任者及び作成担当者を指定するものとする。

２ 作成責任者は、警部（同相当職を含む。）以上の者とし、警察署長を補佐し、警察

署ページに関する入力資料の作成等に当たるものとする。

３ 作成担当者は、ホームページ作成講習の受講者等適任者をもってあて、警察署ペー

ジに関する入力資料の作成等に関し、作成責任者の補助に当たるものとする。

第６ 警視庁ホームページへの掲載手続等

１ 入力資料の掲載

(1) 所属長は、警視庁ホームページに警察活動に関する情報等を掲載しようとする場

合には、入力資料を作成の上、別記様式第１号の「ホームページ利用申込書」によ

り、広報課長（広報第三係経由）に掲載を依頼するものとする。

(2) 広報課長は、前（１）により依頼を受けた場合には、入力資料の内容を検討し、

必要により修正等をした上で、警視庁ホームページに掲載するものとする。

(3) 広報課長は、警視庁ホームページに掲載する必要があると認められる情報がある

場合には、関係する所属長に入力資料の提供を依頼することができるものとする。

２ 警視庁ホームページに掲載している情報の削除又は変更

(1) 前１の（１）により依頼した所属長は、警視庁ホームページに掲載している当該



依頼に係る情報（以下「掲載情報」という。）を削除しようとする場合には、速や

かにホームページ利用申込書により、広報課長（広報第三係経由）に削除を依頼す

るものとする。

(2) 前１の（１）により依頼した所属長は、掲載情報を変更しようとする場合には、

必要により入力資料を作成した上で、速やかにホームページ利用申込書により、広

報課長（広報第三係経由）に変更を依頼するものとする。

(3) 広報課長は、前（１）又は（２）により依頼を受けた場合は、掲載情報又は入力

資料の内容を検討した上で、削除し、又は必要により修正等をして変更するものと

する。

第７ メール情報の処理

１ メールボックスを設置した所属長（以下「設置所属長」という。）は、メール情報

の内容を検討し、必要に応じて、別記様式第２号の「電子メール受理一覧簿」を作成

し、処理するものとする。この場合において、当該メール情報が他所属で処理するの

が適切であると認められるときは、関係する所属長に回付するものとする。

２ 前１により回付を受けた所属長（以下「回付所属長」という。）は、メール情報が

他所属で処理するのが適切であると認められる場合には、当該設置所属長に連絡する

ものとする。この場合において、当該設置所属長は、再度内容を検討し、関係する所

属長に回付（以下「再回付」という。）するものとする。

３ 回付所属長（再回付を受けた所属長を含む。以下同じ。）は、別記様式第３号の「電

子メール処理一覧簿」を作成し、適正に処理するものとする。

４ 回付所属長は、メール情報を送信した者に対する回答が必要と認める場合には、電

話等適宜の方法により回答するものとする。

５ メール情報を処理する所属長は、警察活動に対する苦情、要望、意見等の広聴事案

に関するメール情報については、広聴事案の処理手続に関する規程の運用について（平

成１３年５月３１日通達甲（副監．総．広．聴 1）第１６号）に基づいた処理を行う

ものとする。

第８ その他

この要綱に定めるもののほか、警視庁ホームページの運用に関し必要な事項は、広報

課長が別に定めるものとする。



別記様式第１号

通知（ ． ）第 号

年 月 日

広 報 課 長 殿

長

ホ ー ム ペ ー ジ 利 用 申 込 書

利用件名

□新規掲載 □掲載削除 □掲載変更
利用目的

（ ）

開始予定 年 月 日

掲載期間

削除予定 □なし □あり 年 月 日

係 階級
担 当 者

氏名 電話

注１ 利用目的及び掲載期間欄の□は、該当するものを■とすること。

２ 掲載開始日は、広報課と事前に調整を行うこと。

３ 掲載期間が１年未満のものは、開始及び削除の依頼を同時に行うことができる。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。



整理番号 受 理 日 送 信 者 内 容
回付先所属

(再回付先所属)
処 理 結 果 備 考

注１　項目欄は、必要に応じて変更することができる。
注２　自所属で処理した場合のみ処理結果を記載すること。
備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

別記様式第2号

電　子　メ　ー　ル　受　理　一　覧　簿
         【メールボックス設置所属用】

（　　 　　年　　No．　　　）



別記様式第3号

【 回 付 所 属 用 】

（整理番号） （受理日） （所属名）

注　項目欄は、必要に応じて変更することができる。
備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

電　子　メ　ー　ル　処　理　一　覧　簿
（ 年　　No．　　　）

番号 送 信 者 内  容 処 理 結 果回 付 元 所 属
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